
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
収入より 

借金が多くある 

 
子どもに勉強を 

させてあげたい 

 
なかなか仕事が 

見つからない 

 
家族が 

引きこもっている 

 ずっと働いていなくて 

就職が不安 

 その他の困りごとについても幅広くおうかがいします 

平成 27年 4月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づいて、名護市が行う相談・支援事業です。 

さぽんちゅ さぽんちゅ 
くらしと仕事の応援センター くらしと仕事の応援センター 

 
病気でこれからの 

生活が不安 

 

家賃が払えず 

家を出なければ 

ならない 

 どこから解決していいのか 

わからない 

名護市生活支援課 生活サポート係 TEL:0980-53-1212(内線 244) 


